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Ⅰ 計画の改訂にあたって 

  

  厚真町教育委員会では、第４次厚真町総合計画における部門計画として、平成２８

年に平成３７年度（令和７年度）までの１０年間を期間とする「厚真町教育振興基本

計画」を策定し、「ふるさとを愛し 未来に向かって たくましく生きる人材の育成」

を基本理念に教育施策を推進してきました。 

  計画の前期においては、平成３０年の北海道胆振東部地震による甚大な被害や令和

２年現在も続く世界的な新型コロナウイルス感染症の流行による影響など、私たちを

取り巻く環境が激変しました。さらに、SDGs や Society5.0 などの新しい時代の流れ

を取り込んだ新たな対応が求められています。 

  こうした状況下にあって、本計画の前期５年間の個別・具体的な施策・事業等を体

系的に整理した「基本方針」が令和２年度に終了することから、これまでの成果と課

題や現状を踏まえて、令和３年度から令和７年度までの後期５年間を見通した必要な

見直しを行い、本計画を改訂します。 

 計画期間 

年度 平成 28 平成 29 平成 30 令和元 令和 2 令和 3 令和 4 令和 5 令和 6 令和 7 

基本方向 
          

基本方針  
         

 

 計画の進行管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０年間 

前期５年間 後期５年間 

第４次厚真町総合計画 
平成２８年度～令和７年度 

厚真町教育振興基本計画 
 

基本方向  平成２８年度～令和 ７年度 

基本方針［前期］平成２８年度～令和 ２年度 

     ［後期］令和 ３年度～令和 ７年度 

事務・事業の実施 

教育行政の点検・評価 

教
育
関
係
機
関
・

団
体
・
町
民
か
ら

の
意
見 

公 

表 

［
町
議
会
へ
報
告
］ 

［
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
］ 

外
部
評
価
委
員

会
委
員
の
意
見 

 

改善 

国
の
第
３
期 

教
育
振
興
基
本
計
画 

平
成
３０
年
度 

 
 
 

～
令
和
４
年
度 

北
海
道 

教
育
推
進
計
画 

平
成
３０
年
度 

 

～
令
和
４
年
度 

＊ ＊ 

＊ 
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Ⅱ 教 育 の 現 状 

 

１ 学習指導要領の改訂 

  平成２９年３月に改訂された学習指導要領では、「社会に開かれた教育課程」を重

視しながら、教育基本法、学校教育法などを踏まえた上で、子どもたちが未来社会を

切りひらくための資質・能力を一層確実に育成することを目指しています。 

  学校においては、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた特色ある教育活動を展

開する中で、知識及び技能の習得と思考力、判断力、表現力等の育成のバランスを取

り、道徳教育の充実や体験活動の重視、体育・健康に関する指導の充実により、確か

な学力や豊かな心、健やかな体の育成に努めることとしています。 

 

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正（平成２９年度） 

  学校運営に地域住民や保護者が参画することにより、地域の実情に応じた特色ある

学校づくりを実現するための協議機関として学校運営協議会を置くことができるよ

うになりました。 

  これに伴い、地域の力を学校運営に導入することを通じて学校運営の活性化を図っ

たり、地域住民や保護者の参画により校長の学校経営を支援したり、外部講師やボラ

ンティアの依頼等、地域の協力を得やすい環境を構築したりすることなどが実現しや

すくなりました。 

 

３ ＧＩＧＡスクール構想 

 令和元年１２月に文部科学省が打ち出したＧＩＧＡスクール構想は、「児童生徒向

けの１人１台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備し、多様な子ど

もたちをだれ一人残すことなく、公正に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育

成できる教育ＩＣＴ環境を実現する構想」です。 

  この構想は当初、令和５年度までに実現を目指すものでしたが、令和２年春の新型

コロナウイルス感染症拡大の影響により、学校の休業が長期化し、教育課程の実施に

支障が生じる事態に備え、また対応可能な遠隔教育など Society5.0 の実現を加速し

ていくことが急務となったことから、実現スケジュールが前倒しされ、令和２年度に

ハード・ソフト・人材を一体とした整備が進められることになりました。 

 

４ 北海道胆振東部地震からの復旧・復興 

  平成３０年９月６日、最大震度７を記録した北海道胆振東部地震は、厚真町に甚大

な被害をもたらしたほか、全道各地にその影響を与えました。特に教育の分野におい

ては、被災した教育関連施設の復旧作業に伴い、学校教育活動をはじめ、文化、スポ

ーツ等の社会教育活動が十分に展開できない状況が続きました。こうした中、全道、

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 
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全国から本町に対し、物心両面にわたる温かい支援を受けながら、復旧が着実に進め

られ、令和３年度からは復旧から復興に向けた新たな計画の一歩が動き出しました。 

  一方、被災したかたがたの精神的な苦痛や不安といった影響は今も残っており、学

校においても児童生徒の心のケアを最優先しながら、教育活動が進められています。

令和元年１１月には厚真町心のサポート・防災学習推進協議会が設置され、児童生徒

に寄り添った個々の心のサポートと被災経験を防災学習に生かす取組が続けられて

います。 

 

５ 小中一貫教育の推進 

 学校、家庭、地域が一体となって義務教育９年間の連続した豊かな学びを構築し、

自立して社会を生きていく基礎を育み、新しい時代を担える子どもを育成することを

目標に、本町では平成３１年度（令和元年度）から小中一貫教育がスタートしました。 

 本町が目指す１５歳の子ども像を「厚真の未来を語れる子」に設定するとともに、

重点的に身に付けさせたい資質・能力を「つなぐ力（人間関係形成・社会形成能力）」

と「拓く力（課題適応能力）」とし、学校と家庭、地域が「目指す子ども像」を共有し

ながら、一貫した指導やふるさと厚真に根ざした教育活動などを基本に、小中一貫教

育が実践されています。 

 

６ 社会の変化に対応する生涯学習の場 

  自然災害や感染症の影響などによる様々な社会の変化に対応し、だれもが必要な時

に必要な学びを通じて成長し、心身共に健康を保持しながら活動できる生涯学習社会

の実現が求められています。 

特に最近ではＩＣＴの活用など時間的・空間的な制約を超えた新たな学びの場の創

造や学びの活動をコーディネートする人材（社会教育主事等）の育成・活用の重要性

が増しています。 

 

７ 新たなスポーツ振興戦略 

  少子化の影響により、地域単位でスポーツ活動（特に団体スポーツ）を維持・継

続することが難しくなってきています。学校の部活動との連携など地域の実情を踏

まえた新たなスポーツ振興戦略の構築に向けた検討が始まっています。 

  

＊ 

＊ 
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第２章 基 本 理 念 

 

第３章 基 本 目 標 
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第２章 基 本 理 念 

 

 

ふるさとを愛し 未来に向かって 

たくましく生きる人材の育成 

 

 

 厚真町教育振興基本計画では、計画達成に向けた基本理念に基づき、平

成２８年度から令和７年度までの１０年間の基本的な目標を掲げていま

す。 

 ｢ふるさとを愛し｣とは、自己の成長の原点である厚真町の自然、歴史、

文化、伝統行事、産業といった教育資源（「ひと・もの・こと」）を活用し、

学んだことを自己の考え方や生き方に反映するとともに、ふるさとに誇り

を持つことを意味しています。 

 「未来に向かって」とは、未来を見つめて目標を定め、自らの可能性を

最大限に追求することを意味しています。 

｢たくましく生きる人材の育成｣とは、社会がどのように変化しても、自

分の夢や希望を持ち続け、その実現に向かって努力と挑戦を重ねることを

意味しています。 

そして、この理念を学校教育と社会教育それぞれの分野が共有し、自分

たちの地域課題に正対することで、地域の一員として地域に貢献したり、

地域を大切にしたりする強い心を持った人を育てることを表しています。 
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第３章 基 本 目 標 

 

教育は、町民一人一人が持つ能力・可能性を最大限に伸張させ、個々の人生を

豊かにするとともに、社会全体を一層発展させる基盤です。厚真町では、１０年

間を通じて目標とすべき教育の姿として、次の２つの基本目標を設定し、その実

現を目指して学校教育、社会教育の各分野の教育施策を推進します。 

 

 

 

自立して社会で生きていく基礎を育み、新しい時代を担える子どもの育成 

 

少子・高齢化や核家族化、地域における地縁的なつながりの希薄化など、日常

生活や社会経済が急激に変化する時代に対応できるよう、将来への夢と希望を

持ち、厚真の未来を力強く語れる子どもたちの育成を目指します。 

そのために、学校教育の場においては、子どもたちに学習意欲を持たせ、基礎

的な知識・技能の習得、他人のことを思いやる気持ちやその思いやりを行動に表

す心の力、健やかな体づくりを推進し、知・徳・体がしっかりと支え合う生きる

力の育成を図ります。 

また、体験や交流活動を充実させ、社会的な規範意識や異文化も含め、いろい

ろな人とコミュニケーションを図る態度や能力を育成するとともに、社会の一

員として自立して生きていくことの大切さを自覚できるよう、学校・家庭や地域

住民が相互に連携を深めながら協力して新しい時代を担える子どもたちの育成

を推進します。 

 

 

 

 

 

 

学校教育 

＊ 
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生涯にわたり、支え合い・学び合う地域づくりの推進 

 

 超高齢化社会を迎え、だれもが生涯にわたっていつでもどこでも学習するこ

とができ、また、学習の成果を生かすことが地域社会の維持と活力につながると

ともに、文化・芸術活動やスポーツに親しむ機会は生活に潤いをもたらし、地域

コミュニティの活性化に結びつきます。 

社会が大きく変化する中で、新たな価値を創造する生涯学習活動は、ますます

重要性を増しており、個人や社会の多様性を尊重し、それぞれの多様な個性と能

力を伸ばし、共に支え合い、学び合う「生涯学習社会」の実現が求められていま

す。 

町民一人一人が安心して気軽に活用できる生涯学習施設の利用促進を図ると

ともに、町民の交流の輪を広げ、学び合う中で新たな絆や生きがいを見つけ、そ

して地域に根ざした活気のある生活を送ることができるような施策を推進しま

す。 

また、町民をはじめ多くの方々に本町の歴史や文化・伝統についての情報を発

信し、学習機会や啓発活動の充実による文化の継承に努めるとともに、文化財の

保存・展示と活用を推進し、町づくりに生かします。 

  

社会教育 

＊ 
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第４章 １０年を見通した教育の 

基本方向 

（平成２８年度～令和７年度） 

 

 

         ・施策展開の基本方向体系 
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第４章 １０年を見通した教育の基本方向 平成２８年度～令和７年度  

 

１ 子どもの可能性を引き出し、才能や個性を伸ばす教育の推進 
 

子どもたちの基礎・基本

の確実な習得と主体的に学

ぶ態度や習慣の確立を徹底

し、「課題発見・解決能力」

を高めて「確かな学力と自

立する力」の育成に努めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 英語を活用しグローバル社会に生きる子どもの育成 
 

小学校低学年から英語に

慣れ親しむ活動時間の設定

や、小中の連続性に配慮した

教育課程の編成・実施など、

小・中学校が連携して、カリ

キュラムや指導方法に工夫

を加えながら「聞く」「話す」

「読む」「書く」の４技能をバ

ランスよく育成し、英語を用

いて積極的にコミュニケー

ションを図ろうとする態度

の育成に努めます。 

 

 

 

確 か な 学 力 と 自 立 す る 力  

可能性 

才 能 個 性 

課題発見・解決能力 

基礎・基本の確実な習得 主体的に学ぶ態度や習慣の確立 

 英 語 を 活 用 し  
   グ ロ ー バ ル 社 会 に  
       生 き る 子 ど も  

中学校 

小学校 

低学年から英語に
慣れ・親しむ活動 

小－中の連続性に
配慮した教育課程 

英語を用いた積極的な
コミュニケーション力 

聞く、話す等の４技能の
バランスのよい育成 

カリキュラムや指導方法の工夫 

＊ 

＊ 

＊ 
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３ 豊かな心の力を育む教育活動の充実 
 

平和を希求する心や命を

大切にする心、基本的生活

習慣、規範意識、あいさつの

習慣、コミュニケーション

能力の向上を目指した道徳

教育や体験活動の充実を図

り、豊かな心の力を育みま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 健やかな体を育む子どもの育成 
 

健やかな体と体力は人間の

活動の源であり、意欲や気力

といった精神面の充実にも大

きく関わることから、運動の

楽しさや喜びを味わう授業に

工夫を凝らすとともに、自ら

考え運動の課題の改善につな

げるため、学校や地域社会と

の連携を図って運動に親しむ

機会づくりに努めます。 

 

 

 

 

 

運動の 

楽しさ、喜び 

運動の 

課題・改善への取組 

健 や か な 体 と 体 力  

道徳教育の 

充 実 

体験活動の 

充 実 

豊 か な 人 間 性  
た く ま し く 生 き 抜 く 力  

コミュニケーション能力 

規  範  意  識  

基 本 的 生 活 習 慣 

あ い さ つ 習 慣  

命 を 大 切 に す る 心  

平 和 を 希 求 す る 心  

実 感 自主性・主体性 

学 校 地 域 連携 

運動に親しむ機会づくり 

＊ 
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５ ふるさとの良さを理解し、厚真に誇りを持てる子どもの育成 
 

郷土の歴史や文化に学び

多様な価値観を育むことが

できるよう、地域資源を活

用した学習機会の充実を図

り、ふるさと厚真に誇りを

もてる子どもたちの育成に

努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 質の高い教育を支える教育環境の確保 
 

家庭や地域の参画意識を高

めながら「コミュニティ・スク

ール（学校運営協議会）」の運

営を充実させ、学校区ごとに

厚真町ならではの特色ある学

校づくりを推進するとともに、

使命感、資質・力量・識見を高

めるための教員研修や情報機

器をはじめとする施設・設備

の充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

家庭 地域 

ふ る さ と 厚 真 に  
誇 り を 持 て る 子 ど も  

多 様 な 価 値 観 

学  習  機  会  の  充  実 

歴史 
環境 

産業 自然 

文化 生活 
人 

地域資源 

施 

設 

・ 

設 

備 

の 

充 

実 

教

員

研

修

の

充

実 

学
校
運
営
協
議
会
の

充
実 

教  育  環  境 

質 の 高 い 教 育 ＊ 
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７ 社会全体の教育力の向上 
 

地域住民の自発的な意思

や主体性を尊重しながら、

さらなる連携協働の仕組み

を構築し、関係者が一体と

なって地域の教育力の向上

に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 生涯学習社会づくりの推進 
 

地域全体の学習活動・交流

活動を促進して、成果をお互

いに分かち合う学習の輪の広

がりを目指しながら、単に学

ぶだけではなく、学んだこと

が生かされる生涯学習社会の

実現に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

社 会 全 体 の 教 育 力 の 向 上  

家 庭 

学 校 

関係機関 

家庭の教育力向上 

地域に根差した教
育活動 

文化芸術
活動 

地域の世代間交流 

子どもたちの安全
な居場所づくり 

青少年の健全育成 

生活習慣の
向上 

多様な体験活動 

生涯学習活動の推進 
だれもが・いつでも・どこでも学べ、学びの成果を生かせる社会へ 

掘り起こし 

体制の推進 

・人材育成、活用 

・生涯学習施設の充実 

・団体、グループ支援 

・学習情報の提供 

・文化活動の提供 

・ネットワークづくり 

・図書資料の充実 

・サービスの向上 

・団体等との連携 

学習機会 学習環境 

読書活動 

多様な学習ニーズ 
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９ 郷土の歴史と文化財の保護・活用の推進 
 

埋蔵文化財は、厚真町な

らではの歴史と営みを知る

貴重な資料となるととも

に、将来の町づくりの一翼

を担うもので、次世代への

確実な継承を図りながら、

幅広い活用を目指して必要

な施設の整備に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 生涯スポーツの推進 
 

生涯を通じてスポーツに親

しみ、より活力のある生活を

実現するために、各種生涯ス

ポーツ事業を展開するととも

に、スポーツ団体等を支援し

ながら町民の健康や体力の保

持増進に努めます。 

また、本町の特性を生かし、

新しい時代に対応したスポー

ツ振興戦略の構築に努めます。 

 

  

 

郷土の歴史 

歴 史 と 文 化 財 の 保 護 ・ 活 用  

文化財等の指定 

継 承 ・ 保 存  

展示施設整備  

情 報 発 信 

郷 土 
資 料 

 
 

町民の健康や体力の保持増進  

普 及 
 
推 進 

連 携 
 
育 成 

整  備 
 

有効活用 
開  放 

埋 蔵 
文化財 

 
 

資料収集 発掘調査 

＊ 
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施策展開の基本方向体系 
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施策展開の基本方向体系  
  

基本理念 「ふるさとを愛し 未来に向かって たくましく生きる人材の育成」 

 

基本目標1 自立して社会で生きていく基礎を育み、新しい時代を担える子どもの育成 

基本方向 基本方針 主 な 施 策 

１ 子どもの可

能性を引き出

し、才能や個

性を伸ばす教

育の推進 

１ 確かな学力の

育成 
(1) 教育課程の編成・実施・評価 

(2) わかる授業の推進 

(3) 教科指導の充実と指導方法の工夫・改善 

２ 幼・小・中学

校間の連携・接

続の推進 

(1) 小中一貫教育の推進 

(2) 円滑な接続・連携・交流の実施 

(3) 同一学校種間の連携等 

(4) 地域と連携した取組 

３ キャリア教育

の推進 
(1) 児童生徒理解に基づくキャリア教育の充実 

(2) 将来の夢や目標の実現につながる進路指導 

(3) 地域産業資源や地域人材を生かしたキャリア教育
の推進 

４ 特別支援教育

の充実 
(1) ノーマライゼーションの理念に基づく教育の推進 

(2) 教育支援の充実と体制の整備 

(3) 児童生徒理解のための研修会の充実 

(4) 一人一人の教育的ニーズに応じた指導の推進 

５ 学校ＩＣＴの

活用による新た

な学びの推進 

(1) 情報教育の推進 

(2) プログラミング的思考の育成 

(3) 教員のＩＣＴ活用力・指導力の向上 

(4) オンライン授業の研究と実践 

２ 英語を活用

しグローバル

社会に生きる

子どもの育成 

６ 国際社会に絆

を広げるコミュ

ニケーション能

力の育成 

(1) 国際社会に生かせるコミュニケーション能力の育
成 

(2) 国際理解教育の推進 

(3) 歴史や伝統・文化に関する学習の推進 

(4) 外国語指導助手（ＡＬＴ）の有効活用 

(5) 英語を活用する実践の場の充実 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ ＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 
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基本方向 基本方針 主 な 施 策 

３ 豊かな心の

力を育む教育

活動の充実 

７ 豊かな心の力

を育む道徳教育

の推進 

(1) 道徳教育の校内指導体制の充実 

(2) 道徳教育における全体計画等の活用と改善 

(3) 道徳教育の家庭や地域社会との連携 

(4) 情報モラル・マナーを育てる教育の推進 

(5) 体験活動の充実 

８ いじめ問題・ 

不登校等への対

応 

(1) いじめ防止対策の推進 

(2) すべての学校におけるケース会議等、家庭や関係
機関との連携体制の強化 

(3) 人権教育推進体制の充実 

９ 生徒指導・教

育相談の充実 
(1) 問題行動の未然防止・早期発見・早期対応 

(2) 小中高生徒指導連絡会の開催と学校相互の連携強
化 

(3) 児童相談所、警察署などの関係機関及び家庭や地
域との連携 

10 読書活動の推 

進 
(1) 学校ぐるみの読書活動及び読書指導の充実 

(2) 町公民館図書室と学校図書室との連携推進 

(3) 学校図書室の整備充実 

４ 健やかな体

を育む子ども

の育成 

11 体力・運動能

力の向上 

(1) 新体力テストの実施と分析結果を踏まえた体力向
上の取組 

(2) 学校体育の充実 

(3) 地域と連携した体力・運動能力の向上 

(4) 学校における「外遊び週間」等の設定 

12 健康の保持増

進 

(1) 健康教育の充実 

(2) 児童生徒に寄り添った心のケア 

(3) 学校保健活動の充実 

(4) 薬物乱用防止教室の充実 

(5) 性に関する取組の充実 

(6) 保健指導の充実 

13 学校給食の充

実 

(1) 衛生管理の徹底 

(2) 給食内容の充実 

(3) 食に関する指導の推進 

(4) 給食センターの維持管理 

＊ 

＊ 
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基本方向 基本方針 主 な 施 策 

５ ふるさとの

良さを理解し、

厚真に誇りを

持てる子ども

の育成 

14 ふるさと教育

の推進 

(1) 地域資源を生かした独自の一貫カリキュラムによ
る、ふるさと教育の推進 

(2) 自然・歴史・文化・産業に触れる機会の充実 

(3) ふるさとの復興に結びつく学習内容の充実 

(4) 副読本の整備と活用 

６ 質の高い教

育を支える教

育環境の確保 

15 開かれた学校

づくりの推進 

(1) 学校運営協議会の充実 

(2) 地域学校協働活動の充実 

16 教職員の資質 

・能力の向上 

(1) 人事評価制度の充実 

(2) 教職員研修の充実 

(3) 教育研究所の設置・運営による教育研究活動の充
実と支援 

(4) 胆振教育局の義務教育指導監や指導主事学校訪問
の活用 

(5) ＩＣＴ機器や校務支援システムの有効活用 

(6) 地域学校協働本部事業等の活用 

(7) 教職員の服務規律の徹底 

(8) 教職員の心身の健康保持 

17 子どもたちの

安心・安全の確

保 

(1) 学校防災マニュアルの適切な管理・活用 

(2) ふるさと教育と連動した防災学習の推進 

(3) 交通安全教室及び自転車運転教室等の充実 

(4) 通学路安全推進プログラムの推進 

(5) 地域ぐるみの学校安全体制の確立 

(6) スクールバスの運行管理 

18 快適な教育環

境の整備・充実 

(1) 学校施設の整備・充実 

(2) 学校ＩＣＴの整備・活用 

(3) 教材・図書等の整備推進 

(4) 育英資金の貸付と奨学金の給付 

19 北海道厚真高

等学校の教育支

援 

(1) 学校と地域の連携強化 

(2) 魅力ある教育活動づくりへの支援 

(3) 厚真高等学校教育振興会への支援 

(4) 入学者の確保 

 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ ＊ 

＊ ＊ 

＊ 
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基本目標2 生涯にわたり、支え合い・学び合う地域づくりの推進 

基本方向 基本方針 主 な 施 策 

７ 社会全体の

教育力の向上 

20 家庭における

教育力の向上 

(1) 家庭の教育活動及び家族のふれあいの推進 

(2) 子どもたちの生活習慣の向上 

(3) ＰＴＡや関係機関との連携 

21 地域の教育力

を生かした青少

年の健全育成の

推進 

(1) 地域（団体）で子どもを育てる活動の推進 

(2) 地域住民等の参画による子どもたちとの共同作業
と体験の充実 

(3) 青少年健全育成の推進 

(4) 子どもたちの交流と居場所づくり 

(5) 学校体育施設の開放 

８ 生涯学習社

会づくりの推

進 

22 生涯を通じた

多様な学習活動

の推進 

(1) 生涯学習推進体制の充実 

(2) 公民館活動の充実と整備 

(3) 学習情報の提供と学習機会の充実 

(4) 団体・学習グループへの支援とリーダーの育成・
活用 

(5) 文化芸術活動及び団体活動の振興と支援 

23 人材を育む読

書活動の推進 

(1) 読書活動の推進 

(2) 図書資料の充実 

(3) 予約・リクエストサービス向上 

(4) 学校図書室との連携 

９ 郷土の歴史

と文化財の保

護・活用の推

進 

24 文化の継承と

文化財の保護・

活用の推進 

(1) 郷土資料の保存と活用 

(2) 文化財等の継承と保存 

(3) 埋蔵文化財の発掘調査と活用 

(4) 文化財に関する情報発信 

(5) 歴史的・自然的観光資源の保存と活用 

(6) 郷土資料や埋蔵文化財の活用施設の整備 

10 生涯スポー

ツの推進 

25 スポーツの推

進と健康づくり 

(1) スポーツ・レクリエーション活動の推進 

(2) 健康・体力づくりの担い手団体との連携 

(3) 青少年のスポーツ活動の充実 

(4) 高齢者スポーツの推進 

(5) 学校体育施設の開放 

(6) スポーツ施設の有効活用と整備 

(7) 部活動と地域スポーツの連携促進 



 

20 
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第５章 今後５年間に取り組む 

２５の基本方針 
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今後５年間に取り組む２５の基本方針 

 

基本方向１ 子どもの可能性を引き出し、才能や個性を伸ばす教育の推進   

 

基本方針１ 確かな学力の育成 

＜現状と課題＞ 

・児童生徒に生きる力を育むことができるよう、基礎的・基本的な知識・技能の習得

と課題解決するために必要な思考力・判断力・表現力の育成、主体的に学習に取り

組む態度を養うなど、個性を生かし多様な人々との協働を促す教育の充実が求めら

れています。 

・全国学力・学習状況調査の結果によると、本町の児童生徒の学力は、小学校、中学

校ともに平均正答率が全国平均に到達し、基礎的な学力の定着が図られていると考

えられます。 

・全国学力・学習状況調査の児童生徒質紙調査結果において「国語や算数・数学」の

授業が「よく分かる」、「どちらかといえばよく分かる」と回答した児童生徒の割合

は、ここ数年７３％～９６％の範囲で横ばい状況にあります。児童生徒を主体的で

対話的な深い学びに導く「あつまスタイル」の新しい授業づくりの推進が必要にな

っています。 

＜施策の方向性＞ 

◆学習指導要領を踏まえた教育課程の円滑な実施に努め、児童生徒に基礎的な学力と

ともに応用力や発展的な学力を身に付けさせます。 

◆全国学力・学習状況調査や全学年の標準学力調査の結果分析を通して、児童生徒の

学習課題を把握し、課題解決に向けた学校改善プランの取組を支援します。 

◆児童生徒一人一人、個に応じたきめ細かな指導を推進します。 

◆児童生徒の主体的・能動的な学習を引き出す「あつまスタイル」の授業づくりを推

進します。 

＜主な施策＞ 

(1) 教育課程の編成・実施・評価 

(2) わかる授業の推進 

(3) 教科指導の充実と指導方法の工夫・改善 

 

基本方針２ 幼・小・中学校間の連携・接続の推進 

＜現状と課題＞ 

・平成３１年度から厚真中央地区と厚南地区の各小学校と中学校をそれぞれ中学校併

設型小学校、小学校併設型中学校とする小中一貫教育がスタートしました。 

・小中一貫教育が目指す「厚真の未来を語れる子」を育成するために、小・中の連携・

＊ 

＊ ＊ 

＊ 
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接続の推進に加え、幼・高への拡がりも視野に入れた一貫教育の充実と推進が求め

られています。 

＜施策の方向性＞ 

◆目指す子ども像を学校、家庭、地域が共有し、子どもたちの成長・発達の段階に合

わせた学びを支える一貫教育を推進します。 

◆子どもたちの「育ち」と「学び」にふさわしい教育活動が展開されるよう、教育課

程の改善と充実を図ります。 

◆幼児・児童・生徒、教員、保護者等の相互交流の機会の充実を図ります。 

◆幼・小・中学校間の円滑な接続に加え、小小、中中の同一学校種間の連携を進めます。 

◆教員・保育士間の相互理解を深め、連携教育に携わるすべての人が目的意識を共有

できるよう、研修・連携体制を整えます。 

◆地域で子どもを育てる意識を醸成するため、地域がかかわりをもつ取組を進めます。 

＜主な施策＞ 

(1) 小中一貫教育の推進  

(2) 円滑な接続・連携・交流の実施 

(3) 同一学校種間の連携等 

(4) 地域と連携した取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問「国語の授業内容はよく分かりますか」に対し、「当てはまる」、

「どちらかというと当てはまる」と回答した児童生徒の割合 
※H30 年度は質問項目なし 

質問「算数(数学)の授業内容はよく分かりますか」に対し、「当てはまる」、

「どちらかというと当てはまる」と回答した児童生徒の割合 

（全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙調査） 

（全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙調査） 

（％） 

（％） 
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基本方針３ キャリア教育の推進 

＜現状と課題＞ 

・グローバル化の進展等により、社会の変化が加速度を増してきている中、児童生徒が

職業や勤労、学習や諸活動への関心と意欲を高める指導・援助が重要となっています。 

・平成３１年度の全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙調査結果によると、「将

来の夢や目標を持っている」という質問に対して「当てはまる」、「どちらかというと

当てはまる」と答えた子どもの割合は、小学生が７３．３％で全国と比較して１０．５

ポイント低く、中学生は８１．５％で全国と比較し１１ポイント高い状況にあります。 

＜施策の方向性＞ 

◆教育活動全体を通して、キャリア教育を計画的、組織的かつ系統的に推進します。 

◆将来、働くことについて意欲や関心が持てるように、学校・地域・事業所が連携し、

地域資源や地域人材を生かした実際の職場での体験活動などを推進します。 

＜主な施策＞ 

(1) 児童生徒理解に基づくキャリア教育の充実 

(2) 将来の夢や目標につながる進路指導 

(3) 地域産業資源や地域人材を生かしたキャリア教育の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針４ 特別支援教育の充実 

＜現状と課題＞ 

・特別支援教育においては、障がいの重度・重複化、多様化への対応をはじめ、将来

の自立や社会参加に向けた取組が求められており、児童生徒一人一人の教育的ニー

ズに応じた指導や支援の充実など教育環境の整備を行っていく必要があります。 

・小中一貫教育の柱の一つとして特別支援教育を位置付けし、小中学校間の連携を深

質問「将来の夢や希望を持っていますか」に対し、「当てはまる」、

「どちらかというと当てはまる」と回答した児童生徒の割合 

（平成３１年度全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙調査） 

（％） 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 
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めており、令和２年度からは小学校の通常学級においても配慮が必要な児童への指

導や支援を充実させるための通級指導教室を開設するなど、体制を整備しています。 

＜施策の方向性＞ 

◆個に応じた支援に向けて、学校の教育支援委員会の充実を図ります。 

◆特別支援教育コーディネーターを中心として、各学校で個別の支援を必要とする児

童生徒に対する共通理解を図るとともに、支援体制の充実を図ります。 

◆特別支援教育コーディネーターと学級担任の連携を図り、特別な支援を必要とする

児童生徒の教育的ニーズに応じた教育や相談活動を推進します｡ 

◆特別支援学級や通級指導教室等の整備充実を図ります。 

＜主な施策＞ 

(1) ノーマライゼーションの理念に基づく教育の推進 

(2) 教育支援の充実と体制の整備 

(3) 児童生徒理解のための研修会の充実 

(4) 一人一人の教育的ニーズに応じた指導の推進 

 

基本方針５ 学校ＩＣＴの活用による新たな学びの推進 

＜現状と課題＞ 

・社会の情報化が急速に進展する中で、教育におけるＩＣＴを基盤とした先端技術等

の効果的な活用が期待されています。文部科学省では一人一台端末及び高速大容量

通信ネットワークの一体的な整備を軸とする「ＧＩＧＡスクール構想」に基づき、スタ

ンダードとしての学校ＩＣＴ環境整備を令和２年度において一気に加速させました。 

・教育の情報化に伴い、学習場面でのＩＣＴ機器を効果的に活用するための教員研修

の充実や児童生徒の情報教育の推進、遠隔授業等の研究が求められています。 

＜施策の方向性＞ 

◆子どもたちの意欲を高め、理解を深められるように、教育活動全体を通じて、情報

教育の積極的な推進を図ります。 

◆全ての教員が学校ＩＣＴを活用した授業を行えるようにするとともに、実践的な指

導力の向上を図るための教員研修を充実させます。 

◆学びの保証と一人一人の学習課題に応じ、個別最適化された効率的・効果的な教育

活動の推進のため、オンライン授業やＩＣＴ機器の活用に関する研究を進め、その

実践に結びつけます。 

◆児童生徒の情報モラル教育の推進を図ります。 

＜主な施策＞ 

(1) 情報教育の推進 

(2) プログラミング的思考の育成 

(3) 教員の ICT 活用力・指導力の向上 

(4) オンライン授業の研究と実践 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 
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基本方向２ 英語を活用しグローバル社会に生きる子どもの育成       

 

基本方針６ 国際社会に絆を広げるコミュニケーション能力の育成 

＜現状と課題＞ 

・本町の中学校卒業時における英語検定３級以上の合格率は、令和元年度に５７．１％

で、本計画の目標値である５０％を超えています。また、同時期の英語検定３級以

上相当の英語力を有する生徒の割合は８割に達しており、社会のグローバル化が進

む中、本町の特色ある教育活動である英語教育（外国語活動・コミュニケーション

活動）の取組の成果が表れてきています。 

・児童生徒が学んでいる英語を活用してチャレンジする機会や実践の場の充実が今後

さらに求められます。 

＜施策の方向性＞ 

◆児童生徒が外国語を用いてコミュニケーションを図る楽しさや大切さを実感でき

る授業の充実を図るために、小・中学校の連携したカリキュラムづくりや指導の工

夫に努めます。 

◆児童生徒が、自然に、かつ積極的に外国の人々とコミュニケーションを図れるよう、

聴く力、伝える力の育成に努めます。 

◆ＡＬＴの効果的な活用を図り、コミュニケーション能力の素地や基礎の育成と国際

理解教育を進めます。 

◆海外などとの多様なコミュニケーション機会や実践の場の充実を図り、英語を活用

できる児童・生徒の育成に努めます。 

＜主な施策＞ 

(1) 国際社会に生かせるコミュニケーション能力の育成 

(2) 国際理解教育の推進 

(3) 歴史や伝統・文化に関する学習の推進 

(4) 外国語指導助手（ALT）の有効活用 

(5) 英語を活用する実践の場の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 

＊ 

＊ 

英語を活用してコミュニケーションに取り組む生徒 
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基本方向３ 豊かな心の力を育む教育活動の充実              

 

基本方針７ 豊かな心の力を育む道徳教育の推進 

＜現状と課題＞ 

・社会環境が著しく変化する中で、自らの生き方を考え、主体的な判断の下に行動し、

自立した人間として他者とともによりよく生きるための基盤となる道徳性の育成

が求められています。 

・学習指導要領等が一部改正され、従来の「道徳の時間」は「特別の教科である道徳」

に改められ、道徳の教科化が決定されました。これに伴い、小学校は平成３０年度、

中学校では平成３１年度から全面実施されています。また、道徳教育を進めるに当

たっては、人間尊重と生命に対する畏敬の念を生活の中に生かし、豊かな心と郷土

愛を持って平和な社会の形成者として未来を切りひらく主体性のある日本人の育

成が求められています。 

・平成３１年度の全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙調査結果によると、「学

校のきまり（規則）を守っている」「自分にはよいところがあると思う」と回答し

た児童生徒の割合は６割から７割程度となっており、規範意識や自尊感情等の向上

を図っていくことが必要です。 

＜施策の方向性＞ 

◆道徳教育推進教師を中心とした全校的な指導体制を充実させ、学校教育全体を通し

て道徳教育を推進します。 

◆規範意識や生命を大切にする心、思いやりの心を育むとともに、体験活動などを通

して、社会性や豊かな人間性を育みます。 

◆学校・家庭・地域が子どもとのかかわりを大切にして、様々な機会を利用して意欲

の好循環を生み出す働きかけを行い、思いを行動で表現できる心の力や意欲の伸長

を促します。 

＜主な施策＞ 

(1) 道徳教育の校内指導体制の充実 

(2) 道徳教育における全体計画等の活用と改善 

(3) 道徳教育の家庭や地域社会との連携  

(4) 情報モラル・マナーを育てる教育の推進 

(5) 体験活動の充実 

 

 

 

 

 

＊ 

＊ 

＊ ＊ 

＊ 

＊ 
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基本方針８ いじめ問題・不登校等への対応 

＜現状と課題＞ 

・いじめは、どの子にも起こることという認識の下、教員や保護者は子どもたちのさ

さいな変化や兆候を見逃さず、いじめの防止や積極的な認知、早期対応に努めるこ

とが必要です。 

・また、不登校には様々な要因があり、子ども一人一人の状況に応じたきめ細かい対

応と組織的・計画的に取り組むことが求められています。 

＜施策の方向性＞ 

◆「厚真町いじめ防止基本方針」や「学校いじめ防止基本方針」に基づいて、いじ

めの未然防止や早期発見・早期解消に取り組みます。 

◆いじめ等の未然防止に向け、仲間との良好な関係や、集団への積極的な関わりを自

ら育むことのできる資質や能力を身に付ける指導に努めます。 

◆教育活動全体を通じて、子どもたちが人権や人権擁護に関する基本的な知識を確実

に学び、望ましい人権感覚を育成できる推進体制の充実を図ります。 

＜主な施策＞ 

(1) いじめ防止対策の推進 

(2) すべての学校におけるケース会議等、家庭や関係機関との連携体制の強化 

(3) 人権教育推進体制の充実 

 

基本方針９ 生徒指導・教育相談の充実 

＜現状と課題＞ 

・近年、町内では学校外にも派生するような問題行動の事案は発生していませんが、

これらの問題行動の防止や早期発見・早期解消を図るために、関係機関の連携、情

報の共有化、教育相談などの体制の一層の充実が必要です。 

＜施策の方向性＞ 

◆非行の防止対策等、生徒指導の推進に取り組みます。 

◆小・中・高等学校の相互の連携を一層強化します。 

◆生徒指導研修、教育相談研修の充実に取り組みます。 

◆家庭・地域との連携を推進するとともに、児童相談所、警察署などの関係機関と連

携します。 

＜主な施策＞ 

(1) 問題行動の未然防止・早期発見・早期対応 

(2) 小中高生徒指導連絡会の開催と学校相互の連携強化 

(3) 児童相談所、警察署などの関係諸機関及び家庭や地域との連携 
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基本方針１０ 読書活動の推進 

＜現状と課題＞ 

・読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなものにし、

人生をより深く生きる力を身に付けていく上で大切なものです。 

・本町では、平成２８年度から１０年間を期間とする第２次厚真町子ども読書活動推

進計画を策定し、読書活動の充実を図っています。 

・令和元年度以前４年間の全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙調査結果におい

て、「１日１０分間以上、読書をする」本町の児童生徒の割合が、５割を下回る年

度も見受けられ、昨今のインターネットやスマートフォンなどの情報メディアの急

速な普及・発展により、社会生活が変化する中で、子どもたちの読書離れが進むこ

とが危惧されています。 

＜施策の方向性＞ 

◆各教科や総合的な学習の時間、特別活動等の学習、「朝読書」などの多様な取組を

通して、読書の楽しさに気づかせるほか、子どもたちの望ましい読書習慣の形成と

読書指導の充実を図ります。 

◆保護者、ボランティア、町図書室等との連携・協力による学校図書機能や読書活動

の充実を図ります。 

＜主な施策＞ 

(1) 学校ぐるみの読書活動及び読書指導の充実 

(2) 町公民館図書室と学校図書室の連携促進 

(3) 学校図書室の整備充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問「１日１０分間以上、読書をする」と回答した児童生徒の割合 

（％） 

（全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙調査） 

＊ 

＊ 
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基本方向４ 健やかな体を育む子どもの育成                

 

基本方針１１ 体力・運動能力の向上 

＜現状と課題＞ 

・毎年、本町の全児童生徒を対象に実施されている新体力テストの体力合計点の推移

を見ると、全国平均を下回る学年がいくつか見受けられる年があります。 

・体力は、健康の維持・増進のほか意欲や気力といった精神面の充実に大きく関わって

いることから、学校、家庭、地域が連携した運動習慣の定着や学校での体育・保健に

関する指導など教育活動全体を通して効果的に取り組むことが必要となっています。 

＜施策の方向性＞ 

◆学校において、体力と運動技能を高める授業の充実を図ります。 

◆新体力テストの実施と活用を推進します。 

◆少年団活動など地域と連携した児童生徒の体力・運動能力の向上に取り組みます。 

◆専門的な指導力を有する外部人材の積極的な活用や指導者の指導力向上のための

研修会開催など、学校体育・運動部活動の充実に取り組みます。 

＜主な施策＞ 

(1) 新体力テストの実施と分析結果を踏まえた体力向上の取組 

(2) 学校体育の充実 

(3) 地域と連携した体力・運動能力の向上 

(4) 学校における「外遊び週間」等の設定 

 

基本方針１２ 健康の保持増進 

＜現状と課題＞ 

・睡眠不足、欠食といった生活習慣や食生活の乱れ、アレルギー疾患、メンタルヘル

スの問題など、子どもたちの健康課題は多様化しています。 

・平成３０年９月に発生した北海道胆振東部地震の影響により、心にストレス等を抱

える児童生徒に寄り添ったきめ細やかな心のケアが求められています。 

＜施策の方向性＞ 

◆震災以後の不安やストレスの軽減・解消など、児童生徒に寄り添った心のケアに関

係機関と連携して取り組みます。 

◆性に関することや薬物乱用の防止など、生徒指導上の問題と関連させて、学校保健

に関する現代的課題に対応する教育を推進します。 

＜主な施策＞ 

(1) 健康教育の充実 

(2) 児童生徒に寄り添った心のケア 

(3) 学校保健活動の充実 

＊ 

＊ 
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(4) 薬物乱用防止教室の充実 

(5) 性に関する取組の充実 

(6) 保健指導の充実 

 

基本方針１３ 学校給食の充実 

＜現状と課題＞ 

・学校給食は、正しい食習慣・食文化を伝え、子どもたち一人一人が「自分の健康を

考え、食事を選ぶ能力」を身に付ける大切な学びの場であり、食を通じて地域等を

理解することや自然の恵み、勤労の大切さなどを理解する「食育」を実践する機会

でもあります。 

・本町では、全ての子どもが学校給食を楽しめるよう、給食センター開設当初から食

物アレルギー対応給食に取り組んでいます。 

＜施策の方向性＞ 

◆安心・安全でおいしい給食を提供するため、食材の厳選と衛生管理の徹底を図りま

す。また、栄養バランスのとれた魅力ある給食を目指し、献立の工夫や改善を図ります。 

◆学校給食を通じて食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身に付け、生涯にわた

り心身の健康を保持・増進することができるよう食育の推進に努めます。 

◆学校給食における食物アレルギーの安全管理の徹底と緊急時の危機管理体制の充

実に努めます。 

◆給食センターの厨房機器及び付属設備等の点検・管理を徹底し、計画的な維持補修

と機器類の更新に努めます。 

＜主な施策＞ 

(1) 衛生管理の徹底 

(2) 給食内容の充実 

(3) 食に関する指導の推進 

(4) 給食センターの維持管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 

給食センター調理室 
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基本方向５ ふるさとの良さを理解し、厚真に誇りを持てる子どもの育成   

 

基本方針１４ ふるさと教育の推進 

＜現状と課題＞ 

・自らの生き方や社会の進むべき方向性を判断していく上で、自分の置かれた状況を

理解することは大切なことです。未来を生きる子どもたちが生まれ育ったふるさと

への理解を深め、ふるさとに誇りを持てるよう、郷土の歴史や伝統文化、自然や産

業などを学んだり触れ合ったりする機会の充実が求められています。 

・中学校３年生の段階で、地域課題の解決にチャレンジする実践プログラムの開発や

小学校からつながる体系的なカリキュラムの編成が進められています。 

＜施策の方向性＞ 

◆小学校社会科副読本「あつま」等を活用し、郷土の伝統や文化、産業に直接触れ、

調べたり考えたりすることで、ふるさとへの興味と関心を高めます。 

◆地域ならではの自然、歴史、文化、産業等に関する活動を児童生徒の発達段階に応

じ教育活動全体に取り入れることで、ふるさとへの理解を深め、誇りを育みます。 

◆受け継がれてきた伝統や文化、産業の魅力などの理解を深める学習に努めます。 

＜主な施策＞ 

(1) 地域資源を生かした独自の一貫カリキュラムによるふるさと教育の推進 

(2) 自然・歴史・文化・産業に触れる機会の充実 

(3) ふるさとの復興にも結びつく学習内容の工夫 

(4) 副読本の活用促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 

＊ 

ふるさとの農業について取材する中学生 
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基本方向６ 質の高い教育を支える教育環境の確保             

 

基本方針１５ 開かれた学校づくりの推進 

＜現状と課題＞ 

・地域に開かれた信頼される学校づくりに向けて、地域社会に教育活動の情報を発信

するとともに保護者や地域の意見・要望を学校運営に反映させるなど、今後も家庭

や地域社会と一層連携・協力しながら教育活動の充実を図ることが求められます。 

・平成２９年１２月には厚真中央地区と厚南地区に学校運営協議会が設置され、本町

ならではのコミュニティ・スクールがスタートし、あつまるねっと等を活用した地

域人材等を生かした多様な教育活動が進んでいます。 

＜施策の方向性＞ 

◆コミュニティ・スクールや地域学校協働活動（あつまるねっと）の機能を活用し、

地域との連携、小中の連携を一層深めます。 

◆学校から地域への積極的な情報提供とともに、学校と地域の人々が協働する取組を

推進して、相互理解と信頼関係を深めます。 

◆保護者や地域住民など地域ぐるみで子どもを育てる環境づくりの醸成に努めます。 

＜主な施策＞ 

(1) 学校運営協議会の充実 

(2) 地域学校協働活動の充実 

 

基本方針１６ 教職員の資質・能力の向上 

＜現状と課題＞ 

・平成２９年に告示された新たな学習指導要領を踏まえ、子どもたちが未来を切り開

くために必要な資質・能力を身に付けたり、生涯にわたって能動的に学び続けたり

することができるように、「主体的・対話的・深い学び」の視点に立った授業改善

と指導方法の構築が求められています。 

・子どもたちに寄り添い、向き合う時間を確保できるように、公務や業務の効率化・

スリム化を図り、教職員の健康管理をはじめ、研修機会の確保や支援など、新たな

授業づくりを創造する教職員をサポートする体制づくりや環境整備が必要です。 

＜施策の方向性＞ 

◆人事評価制度を活用し、教職員の公正な人事管理や資質能力の向上に取り組みます。 

◆新しい時代に対応する児童生徒の資質・能力の育成を目指し、新たな授業づくりを

創造する教員研修に取り組みます。 

◆教育研究所の創設により、教員の経験や能力、職層に応じた研修機会等の充実や本

町ならではの特色ある教育活動の確立に向けた教育研究活動の充実を図り、計画

的・系統的に教育水準の向上に取り組みます。 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 
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◆教員が子どもと向き合う時間を確保するため、ＩＣＴ機器や校務支援システム等の

積極的な活用を図り、校務の効率化を進めるとともに、業務のスリム化、効率化に

向けて改善・見直しを進めます。 

◆経験豊かな教職員の専門的な知識や技能などを若い世代の教員に継承できる環境

づくりに取り組みます。 

◆地域内外の多様な人材を積極的に活用し、教員の人材育成や校務のサポートを行い、

教員の負担軽減を図ります。 

◆教職員が健康で安心して教育活動を展開できるよう、健康診断の励行や健康相談の

充実を図ります。 

＜主な施策＞ 

(1) 人事評価制度の充実 

(2) 教職員研修の充実 

(3) 教育研究所の設置・運営による教育研究活動の充実と支援 

(4) 胆振教育局の義務教育指導監や指導主事学校訪問の活用 

(5) ICT 機器や校務支援システムの有効活用 

(6) 地域学校協働本部事業等の活用 

(7) 教職員の服務規律の徹底 

(8) 教職員の心身の健康保持 

 

基本方針１７ 子どもたちの安心・安全の確保 

＜現状と課題＞ 

・登下校時や学校管理下における事件、事故、災害から児童生徒を守るため、ふるさ

と教育と連動した防災学習など児童生徒への安全教育の一層の充実が求められて

おり、教職員の危機管理能力の向上と学校における危機管理体制の確立を目指すこ

とが必要です。 

・また、学校と地域が連携し、地域全体で子どもたちを見守る体制づくりが求められ

ています。 

＜施策の方向性＞ 

◆震災の経験を生かすなど、ふるさと教育と連動した防災学習を推進します。 

◆児童生徒の通学や遊び場などにおける交通事故の防止や安全確保に向けた危険箇

所を示した学校安全マップを整備し、活用を図ります。 

◆通学路の安全を確保するため、関係機関による合同点検を継続的に実施し、必要な

安全対策を講じるとともに、その効果を把握し、対策の改善・充実を図ります。 

◆児童生徒の防犯や交通安全について、地域や関係機関と連携し、地域ぐるみの学校

安全体制を確立します。 

◆児童生徒の通学や学校活動における安心・安全を確保したスクールバスの運行・管

＊ ＊ 

＊ 

＊ 

＊ ＊ 
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理に努めます。 

＜主な施策＞ 

(1) 学校防災マニュアルの適切な管理・活用 

(2) ふるさと教育と連動した防災学習の推進 

(3) 交通安全教室及び自転車運転教室等の充実 

(4) 通学路交通安全推進プログラムの推進 

(5) 地域ぐるみの学校安全体制の確立 

(6) スクールバスの運行管理 

 

基本方針１８ 快適な教育環境の整備・充実 

＜現状と課題＞ 

・文部科学省の「GIGA スクール構想」に基づき、令和２年度において児童生徒一人

一台端末、高速同時接続通信設備の整備が進められ、情報化社会に対応した教育環

境が整いつつあります。 

・経済的な理由等により就学の機会が失われることがないよう、引き続き就学援助な

ど経済的支援の充実を図る必要があります。 

＜施策の方向性＞ 

◆子どもたちが、安心・安全な環境で学習するための施設整備の充実を図ります。 

◆質の高い授業づくりと学校運営の改善を目指し、学校ＩＣＴの整備・活用を進めます。 

◆教材や図書の整備を図るとともに、情報教育を推進するため教育機器の整備を促進

します。 

◆経済的な理由等により、就学が困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費等の一部

を援助するほか、入学のための資金調達が困難な方や就学困難な生徒・学生に対し、

育英資金の貸付と奨学金の給付を行います。 

＜主な施策＞ 

(1) 学校施設の整備・充実 

(2) 学校 ICT の整備・活用 

(3) 教材・図書等の整備推進 

(4) 育英資金の貸付と奨学金の給付 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 

タブレット端末を活用した授業 
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基本方針１９ 北海道厚真高等学校の教育支援 

＜現状と課題＞ 

・北海道厚真高等学校は、地域の人材を育成する場であり、本町のまちづくりや地域

の活力を生み出す大切な役割を担っています。 

・近年は少子化による中学校卒業者数の減少に伴い、特に地元からの入学生徒が減少

しています。 

・現在、北海道厚真高等学校は地域連携特例校として存続が図られていますが、将来

も地元の高校として存続するためには、入学者定員の確保は喫緊の課題であり、そ

のためにも、地域と結びついた魅力ある教育活動が求められています。 

＜施策の方向性＞ 

◆学校と地域が一体となって厚真高等学校の存続活動を展開します。 

◆厚真高等学校の魅力ある教育活動づくりを支援します。 

◆通学費などの負担の軽減を図ります。 

◆小・中学校をはじめ地域との交流や連携を深める教育活動の充実を支援します。 

＜主な施策＞ 

(1) 学校と地域の連携強化 

(2) 魅力ある教育活動づくりへの支援 

(3) 厚真高等学校教育振興会への支援 

(4) 入学者の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 

北海道厚真高等学校 
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基本方向７ 社会全体の教育力の向上                   

 

基本方針２０ 家庭における教育力の向上 

＜現状と課題＞ 

・近年、核家族化や少子化等の家族形態の変化や地域コミュニティの希薄化等による

家庭を取り巻く状況が変化し、親子が向き合う時間の減少など家庭教育への影響が

懸念されています。 

・一方、社会の情報化が加速され、子どもたちのテレビやスマートフォン、携帯電話、

ゲーム機などのメディア利用が広がる中、子どもたち一人一人が望ましい生活習慣

やメディア活用能力を身に付けることが求められています。 

＜施策の方向性＞ 

◆家庭教育の重要性についての啓発に努めるほか、より多くの保護者に役立つ情報を

適時、提供します。 

◆家庭の教育力の向上を図るため各種の学習機会の充実を図ります。 

◆地域全体で子どもを見守れるように、子育てしやすい環境づくりを支援します。 

◆子どもたちの家庭での学習や運動を含めた生活習慣の向上を図る取組を充実します。 

＜主な施策＞ 

(1) 家庭の教育活動及び家族のふれあいの推進 

(2) 子どもたちの生活習慣の向上 

(3) ＰＴＡや関係機関との連携 

 

基本方針２１ 地域の教育力を生かした青少年の健全育成の推進 

＜現状と課題＞ 

・地域における地縁的なつながりや連帯感の希薄化などにより、子どもの成長を支え

る地域の教育力の低下が指摘されています。 

・地域と学校、家庭がそれぞれの立場で連携を図り、教育活動や非行防止活動、安全

の確保を推進することが求められており、地域に根ざした教育活動を展開しながら

地域の教育力の向上と充実を図ることが必要です。 

＜施策の方向性＞ 

◆学校・家庭・地域、青少年育成団体などが一体となった取組を推進し、非行防止を

はじめ、青少年の健全な育成に努めます。 

◆地域の教育力向上を図るため、子育てに関する団体やＰＴＡ等の関係団体、地域住

民の活動を支援します。 

◆放課後や週末などにおいて、「放課後子ども教室」や「放課後児童クラブ」を実施

するなど、子どもたちの安心・安全な居場所づくりと学習・体験活動の機会の充実

を図ります。 

＊ 

＊ ＊ 
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◆『冒険の杜』づくりなど、地域住民等の参画による子どもたちとの共同作業と体験

の場を充実します。 

◆学校施設が持つ教育機能を活用しながら、地域の教育力向上を図ります。 

＜主な施策＞ 

(1) 地域（団体）で子どもを育てる活動の推進 

(2) 地域住民等の参画による子どもたちとの共同作業と体験の充実 

(3) 青少年健全育成の推進 

(4) 子どもたちの交流と居場所づくり 

(5) 学校体育施設の開放 
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冒険の杜で活動する子どもたち 

園庭の環境整備作業 

放課後子どもセンターのウッドデッキ作り 
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町民対象の英会話教室 

基本方向８ 生涯学習社会づくりの推進                  

 

基本方針２２ 生涯を通じた多様な学習活動の推進 

＜現状と課題＞ 

・生涯を通じた多様な学習は、一人一人の能力を向上させ、その成果を生かすことに

より社会を支え、活性化を促し持続的な発展につながります。 

・そのためにはあらゆる機会と場所において主体的・自発的に学習することができ、

成果を生かすことのできる社会の実現に向けて個人・団体・行政の自立・協働とい

う関係を築いていく必要があります。 

＜施策の方向性＞ 

◆教育振興基本計画をはじめ、長期的なビジョンの下に生涯学習を推進する体制を充

実します。 

◆公民館や図書室などの生涯学習施設における学習しやすい環境づくりに努めます。 

◆生涯学習に関する情報を分かりやすく伝えるとともに、世代やライフスタイル、町

民ニーズに応じた魅力ある学習機会を提供します。 

◆町民の積極的な生涯学習活動への参加を進め、団体・学習グループへの支援と指導

者等の人材の育成・活用を図ります。 

◆町民の主体的で質の高い文化芸術活動の振興と支援に努めます。 

＜主な施策＞ 

(1) 生涯学習推進体制の充実 

(2) 公民館活動の充実と整備 

(3) 学習情報の提供と学習機会の充実 

(4) 団体・学習グループへの支援とリーダーの育成・活用 

(5) 文化芸術活動及び団体活動の振興と支援 
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親子での参加者も多い図書フェスティバル 

基本方針２３ 人材を育む読書活動の推進 

＜現状と課題＞ 

・近年、生活環境の変化や情報メディアの発達・普及などを背景として、本を読む機

会や時間が減ってきているといった「読書離れ」が指摘されています。 

・読書は、知的好奇心を満たし、いつでも学ぶことができる知識の宝庫として、人生

をより豊かなものにしてくれます。 

・知識基盤社会の進展に対応する知力を蓄え、豊かに生きる人材の育成につながる読

書活動の推進が求められています。 

＜施策の方向性＞ 

◆蔵書の充実に努め、多様かつ専門的ニーズに応えられるよう図書室司書を継続配置

し、地域住民の暮らしに役立つ親しみやすい図書室を目指します。 

◆子どもから高齢者、障がいのある方など地域住民のすべてが安心して利用できる開

かれた図書室として、地域の教育文化の向上に貢献します。 

◆「第２次厚真町子ども読書活動推進計画」に基づき、読書活動を推進するとともに、

子育てを応援する図書室を目指します。 

＜主な施策＞ 

(1) 読書活動の推進 

(2) 図書資料の充実 

(3) 予約・リクエストサービスの向上 

(4) 学校図書室との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 
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基本方向９ 郷土の歴史と文化財の保護・活用の推進            

 

基本方針２４ 文化の継承と文化財の保護・活用の推進 

＜現状と課題＞ 

・先人が残した時々の文化の繁栄を示す貴重な資料や遺産を後世に引き継ぐために、

郷土の文化資源としての活用を通して、地域の活性化につなげることが期待されて

います。 

・文化財等の保存・顕彰に努め、その価値を高めるとともに、調査の成果を広く内外

に発信し、展示・活用に向けた施設整備を図りながら、出土品等を有効活用するこ

とが必要です。 

＜施策の方向性＞ 

◆地域の歴史・文化に関する調査・研究を進めて必要な資料を収集し、町民の共有財

産として後世に伝えます。 

◆収集した資料の保存対策を講じるとともに、資料の解読や展示施設の整備を図り広

く活用します。 

◆町指定の有形文化財、無形文化財、天然記念物、民俗資料、記念物などの保存と活

用を図るとともに、情報の発信に努め、本町の歴史や文化の理解の醸成に努めます。 

◆埋蔵文化財は、出土品の保存と展示等を行いながら、幅広い活用につながる施設整

備を検討し、民族の共生や将来にわたる文化の継承に努めます。 

＜主な施策＞ 

(1) 郷土資料の保存と活用 

(2) 文化財等の継承と保存 

(3) 埋蔵文化財の発掘調査と活用 

(4) 文化財に関する情報発信 

(5) 歴史的・自然的観光資源の保存と活用 

(6) 郷土資料や埋蔵文化財の活用施設の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
アイヌ民族の丸木舟と古民家「枠の内」 
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基本方向１０ 生涯スポーツの推進                    

 

基本方針２５ スポーツの推進と健康づくり 

＜現状と課題＞ 

・本町では昭和５５年に「町民体力づくりの町宣言」を制定し、体力づくりと交流、

明るい地域社会づくりに努めています。 

・少子高齢化が進む中、町民のだれもが健康を実感しながら生き生きとした暮らしを

送ることのできる健康長寿社会の構築は、極めて重要な課題です。 

・少子化の影響により、特に団体スポーツにおいては地域単位で活動を維持・継続す

ることが難しくなってきていることから、地域の実情を踏まえた新たなスポーツ振

興戦略の構築が求められています。 

＜施策の方向性＞ 

◆健康づくりを主眼として、多様で体系的なスポーツの普及に努めます。 

◆青少年のスポーツを推進し、健全育成と体力の向上を目指します。 

◆高齢者のスポーツの推進を図ります。 

◆本町の特性を生かした新たなスポーツ振興方策を推進します。 

＜主な施策＞ 

(1) スポーツ・レクリエーション活動の推進 

(2) 健康・体力づくりの担い手団体との連携 

(3) 青少年のスポーツ活動の充実 

(4) 高齢者スポーツの推進 

(5) 学校体育施設の開放 

(6) スポーツ施設の有効活用と整備 

(7) 部活動と地域スポーツの連携促進 

  

毎年１０月に開催される「健康ふれあいマラソン大会」 
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厚真町教育振興基本計画の目標指標 
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厚真町教育振興基本計画の目標指標 
  現況年度は令和元年度としています。それ以外は（ ）内に（H30）のように記述しています。 

（学校教育） 
基本方針 指標の概要 現況 目標値 

１.確かな学力の育成 

○全国学力・学習状況調査において

「国語、算数・数学の授業の内容が

よく分かる」「どちらかといえばよ

く分かる」と回答した児童・生徒の

割合（小６、中３） 

小国 ８３．３％ 

小算 ８６．７％ 

中国 ９６．３％ 

中数 ７７．７％ 

１００％ 

 

 

 

○全国学力・学習状況調査において、

全国平均正答率を１００とした場

合の本町すべての教科の平均正答

率 

小国 １０６ 

小算 １０７ 

小理   －  

中国 １１２ 

中数 １０８ 

中英 １０６ 

中理   －  

毎回の学テにお

いて全学校、全

教科１００以上 

２.幼・小・中学校の連

携・接続の推進 

○保・小・中・高校間で交流（教員の

乗り入れ、児童生徒のスポーツ・文

化交流等）を行う学校の割合 

１００％ 

（R2） 

１００％ 

３.キャリア教育の推

進 

○全国学力・学習状況調査において

「将来の夢や目標を持っている」に

ついて、「当てはまる」「どちらかと

いえば当てはまる」と回答した児童

生徒の割合 

小 ７３．３％ 

中 ８１．５％ 

 

１００％ 

４.特別支援教育の充

実 

○対象となる児童生徒の個別教育支

援計画の策定率 

小 １００％ 

中 １００％ 

１００％ 

５.学校 ICT の活用に

よる新た学びの推

進 

○１人１台端末を活用した教育活動

を実施している学級の割合 

※〔１人１台端末を活用した教育活動

を実施している学級〕÷〔特別支援

学級を除く小中学校全１８学級〕 

０％ 

 

１００％ 

６.国際社会に絆を広

げるコミュニケー

ション能力の育成 

○厚真町英語学習アンケート（小学生

対象）において、「コミュニケーショ

ン科の授業が楽しいです」につい

て、「とてもそう思う」「そう思う」

と回答した児童の割合 

８６．３％ 

（H30） 

 

 

 

１００％ 

 

 

 

 

○厚真町英語学習アンケート（中学生

対象）において、「英語の授業は楽し

いです」について、「とてもそう思

う」「そう思う」と回答した生徒の割

合 

７３．５％ 

（H30） 

 

 

 

１００％ 

 

 

○厚真町英語学習アンケート（中学生

対象）において、「コミュニケーショ

ン科の授業は楽しいです」につい

て、「とてもそう思う」「そう思う」

と回答した生徒の割合 

７５．４％ 

（H30） 

 

 

 

１００％ 

 

 

 

○中学卒業時において英語検定３級

相当以上の割合 

８１．５％ 

（R1） 

８０％以上 

 

○小学校卒業時において英検ジュニ

ア（シルバー）の合格率 

７７．０％ 

（R2） 

シルバー 

７５％ 

○全国学力・学習状況調査において、

「外国の人と友達になったり、外国

のことについてもっと知ったりし

てみたいと思いますか」について、

「当てはまる」「どちらかといえば

当てはまる」と回答した生徒の割合 

８１．４％ １００％ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 
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基本方針 指標の概要 現況 目標値 

７.豊かな心の力を育

む道徳教育の推進 

○全国学力・学習状況調査において、

「人の気持ちがわかる人間になりた

いと思う」について、「当てはまる」

と回答した児童生徒の割合 

小 ９３．３％ 

中 ９６．３％ 

１００％ 

 

 

○全国学力・学習状況調査において、

「自分にはよいところがあると思

う」について、「当てはまる」と回答

した児童生徒の割合 

小 ７６．７％ 

中 ６６．６％ 

５０％以上 

 

 

○全国学力・学習状況調査において、

「友達の前で自分の考えや意見を発

表することは得意ですか」について

「当てはまる」と回答した児童生徒

の割合 

小 －％ 

中 －％ 

 

５０％以上 

 

 

 

○全国学力・学習状況調査において、

「ものごとを最後までやり遂げて、

うれしかったことがありますか」に

ついて、「当てはまる」と回答した児

童生徒の割合 

小 ９３．３％ 

中１００．０％ 

１００％ 

 

 

 

○全国学力・学習状況調査において、

「難しいことでも、失敗を恐れない

で挑戦していますか」について「当

てはまる」と回答した割合 

小 ３０．０％ 

中 ５１．９％ 

 

 

５０％以上 

 

 

 

○全国学力・学習状況調査において、

「学校のきまり（規則）を守ってい

ますか」について「当てはまる」と

回答した割合 

小 ６０．０％ 

中 ７４．１％ 

 

 

１００％ 

 

 

 

８.いじめ問題・不登校

等への対応 

○全国学力・学習状況調査において

「いじめはどんな理由があってもい

けないことだと思う」について、「当

てはまる」と回答した児童生徒の割

合 

小 ８６．７％ 

中 ８１．５％ 

１００％ 

 

 

 

○文部科学省調査における「いじめが

解消しているもの」の割合 

１００％ １００％ 

９.生徒指導・教育相談

の充実 
○児童相談所・警察等からの通報等 

０件 

 

０件 

10.読書活動の推進 

○全国学力・学習状況調査において、

「学校の授業時間以外に、普段（月

～金曜日）、１日当たりどれくらい

の時間、読書をしますか」の設問に

対し、「１０分以上」と回答した児童

生徒の割合 

小７０．０％ 

中５９．３％ 

１００％ 

 

 

 

○全国学力・学習状況調査において、

「読書は好きですか」について、「当

てはまる」「どちらかといえば当て

はまる」と回答した児童生徒の割合 

小 ８０．０％ 

中 ５９．３％ 

１００％ 
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基本方針 指標の概要 現況 目標値 

11.体力・運動能力の向

上 

○新体力テストにおいて体力合計点

の全国平均を１００．０とした場合

の厚真町の児童生徒の値 

※現況における小学５年及び中学２

年以外の全国平均は平成２６年度

の数値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小１男  ９８．６ 

小１女  ８８．７ 

小２男  ９７．２ 

小２女 １０３．１ 

小３男 １０２．０ 

小３女 １０８．０ 

小４男 １００．９ 

小４女  ９６．９ 

小５男 １０４．０ 

小５女  ９９．２ 

小６男 １００．８ 

小６女 １０３．９ 

中１男  ９３．４ 

中１女  ９２．５ 

中２男 １０６．１ 

中２女  ８９．３ 

中３男  ９３．４ 

中３女  ９０．５ 

すべての学年で

１００以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○新体力テストにおいて、「体育の授

業以外に合計で１日およそどのく

らいの時間運動・スポーツをしてい

ますか」について、小学校５年生の

１週間の合計時間 

男 週７３７．５分 

女 週４０１．８分 

 

男 週６９０分 

以上 

 

女 週５４０分 

以上 

12.健康の保持増進 

○１２歳児及び１５歳児の永久歯の

平均未処置歯数 

小６年生 ０．０４本 

中３年生 ０．４９本 

０本 

 

○肥満度において、標準の範囲にいる

児童生徒の割合 

小(１～３年)男 ８５．５％ 

小(１～３年)女 ９４．２％ 

小(４～６年)男 ８２．０％ 

小(４～６年)女 ８１．４％ 

中男 ８９．２％ 

中女 ８３．３％ 

小９０％以上 

中９０％以上 

○全国学力・学習状況調査において

「朝食は毎日食べていますか」につ

いて、「毎朝食べている」と回答した

児童生徒の割合（小６、中３） 

小 ７３．３％ 

中 ８５．２％ 

１００％ 

 

 

13.学校給食の充実 

○学校給食における厚真産食材の使

用状況（重量ベース） 

１８．４％ 

 

４０％以上 

○学校給食アンケートで給食が「大好

き」「好き」と回答した児童生徒の割

合 

８１．３％ ８０％以上 

14.ふるさと教育の推

進 

○全国学力・学習状況調査において、

「今住んでいる地域の行事に参加し

ているか」という設問に対して「当

てはまる」「どちらかといえば当て

はまる」と回答した児童生徒の割合 

小 ８３．４％ 

中 ８１．４％ 

１００％ 

 

 

 

○全国学力・学習状況調査において、

「地域や社会をよくするために何を

すべきか考えることがありますか」

について、「当てはまる」「どちらか

といえば当てはまる」と回答した児

童生徒の割合 

小 ４３．３％ 

中 ５９．２％ 

小５０％以上 

中７０％以上 

15.開かれた学校づく

りの推進 

○学校運営協議会の開催回数 年４回 年４回 

＊ 

＊ 

＊ 
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基本方針 指標の概要 現況 目標値 

16.教職員の資質・能力

の向上 

○授業づくり研修会の教員の参加率 
９０．７４％ １００％ 

○【再掲】全国学力・学習状況調査に

おいて「国語、算数・数学の授業の

内容がよく分かる」「どちらかとい

えばよく分かる」と回答した児童・

生徒の割合（小６、中３） 

小国 ８３．３％ 

小算 ８６．７％ 

中国 ９６．３％ 

中数 ７７．７％ 

１００％ 

17.子どもたちの安心・

安全の確保 

○警察などと連携した交通安全教育

を計画的に実施している学校の割

合 

１００％ 

 

１００％ 

 

○防犯教室や防犯訓練を計画的に実

施している学校の割合 

１００％ 

 

１００％ 

 

○地震や津波などを想定した防災訓

練を計画的に実施している学校の

割合 

１００％ 

 

１００％ 

18.快適な教育環境の

整備・充実 

○学校図書館標準を達成している学

校の割合 

７５％ １００％ 

 

○【再掲】１人１台端末を活用した教

育活動を実施している学級の割合 

※〔１人１台端末を活用した教育活動

を実施している学級〕÷〔特別支援

学級を除く小中学校全１８学級〕 

０％ 

 

１００％ 

19.北海道厚真高等学

校の教育支援 
○新入学者数 

３４人 

（R2） 

４０人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 
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（社会教育） 

基本方針 指 標 現 況 目標値 

20.家庭における教育

力の向上 

○家庭の教育力向上に資する保護者

向け学習機会の開催数 

幼児期  １０回 

小学校  ４回 

中学校  ２回 

 

幼児期、小・中

学校各段階で学

習機会を年３回

（９回）以上提供 

○インターネットにつながる電子メ

ディアの利用ルールを定めている

家庭の割合 

７７％ 

 

１００％ 

21.地域の教育力を生

かした青少年の健

全育成の推進 

○放課後子ども教室の参加率 
６５％ 

 

１００％ 

○小・中学校の学校支援ボランティア

の活動人数 

２６６人 

 

１６０人 

 

○青少年の年間の非行認知件数 
０件 

 

０件 

22.生涯を通じた多様

な学習活動の推進 

○生涯学習事業参加者の満足度 
９５％ 

 

８０％ 

○文化団体の単位団数 
２２団体 

 

現状数以上 

23.人材を育む読書活

動の推進 
○貸出密度（貸出冊数÷人口） 

３.５％ 

 

５％ 

24.文化の継承と文化

財の保護・活用の

推進 

○視察・研修対応、見学会・体験学習

等の参加者数 

７６９人 

 

１，２００人 

○文化関連視察や研修での町内宿泊

者数 

１４２人 

 

１００人 

25.スポーツの推進と

健康づくり 

 

○生涯スポーツ振興事業の年間参加

人数 

１，３３８人 

 

２，３００人 

○スポーツセンター・スタードーム年

間利用人数 

４１，３６７人 

 

４５，０００人 

 

 

 

  

＊ 

＊ 
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資    料 

 

・厚真町の児童生徒数の推移 

 

・厚真町の小中一貫教育 

 

・厚真町の英語教育 

 

・厚真町のふるさと教育 

 

・厚真スタイルの基本 

 

・厚真町の特別支援教育 

 

・ＧＩＧＡスクール実現後の 

 子どもたちの学びの姿 

 

・第２次子ども読書活動推進 

 計画のネットワーク 

 

・厚真町民憲章 

 

・町民体力づくりの町宣言 

 

・厚真町教育目標 

 

・用語解説 
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（各年度４月１日現在 単位：人） 

（人） 

229

249 248

237
243

234 237

208
214 212

99
107 107

120 119 116

100

123 120
128

328

356 355 357 362

350
337

331 334 340

0

50

100

150

200

250

300

350

400

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

小学生計 中学生計 小中学生合計

  

年  度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

小学生計 229 249 248 237 243 234 237 208 214 212 

中学生計 99 107 107 120 119 116 100 123 120 128 

合  計 328 356 355 357 362 350 337 331 334 340 

厚真町の児童生徒数の推移 
（※R2 年度までは実績値、R3 年度以降は推計値） 
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厚真町の小中一貫教育 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

目 指 す   子 ど も の 姿 

 

厚真の未来を語れる子 
～思いをつなぎ 未来を拓く～ 

◆中学３年生（15歳）までに重点的に育みたい力◆ 

① つなぐ力 
人と人、人と自然、過去と現在と未来…自分と自分の身の

周りの環境（人、もの、こと、情報…）の良好な関係性を築い

ていく力、「社会に適応する力」とも言えます。 
 

② 拓
ひ ら

く力 
「拓く」とは、本来「土地を切りひらいていく」ことを意味

する言葉ですが、この言葉には直面する課題に自ら果敢に

挑戦（チャレンジ）し、解決していくという意味が込めら

れています。「課題解決能力」「課題適応能力」とも言えま

す。 

 
厚真町が推進する「小中一貫教育」では、最終年度の中学 3 年生で「ふ

るさとの未来や自分の将来について深く考え、力強く語ることができる」

ことを目指します。 

学校や家庭だけでなく、町民の皆さんとともに「目指す姿」を共有しな

がら、教育活動を進めます。 

＊ 
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厚真町の小中一貫教育 
 
 
 

  目指す子どもの姿、子ども像 

厚真の未来を語れる子 
～思いをつなぎ 未来を拓く～ 

ふるさと 

創  造 

一  貫 

共  有 

重点的に 

身に付けさせたい 

資質・能力 

拓く力 
 

課題解決能力 
課題適応能力 

つなぐ力 
 

人間関係形成 
社会形成能力 

学びを支える 
学校・家庭・地域の協働 

学びを拓く 
社会で活きる力の育成 

学びをつなぐ 
小中学校の連続性 

～ゴールイメージ～ 
中学校３年生で、ふるさとの未来や自分の将来について深く考え、
力強く語ることができる 

英

語

教

育

 

授
業

づ
く
り 

ふ
る
さ
と
教
育 

特
別
支
援
教
育 

キャリア教育 

○
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発 

○
社
会
で
活
き
る
英
語
力 

○
厚
真
ス
タ
イ
ル
の
授
業
開
発 

○
教
科
系
統
表
の
作
成 

○
体
験
的
な
学
び 

○
探
求
的
な
学
習 

○
教
科
横
断
的
な
学
習 

○
指
導
の
一
貫
性 

○
自
立
活
動 

input 

output 

process 

〔評価・検証〕 
子どもの姿 
各種調査、データ等 
公開授業、研修会 

義務教育９年間を一
つのまとまりとして
捉えた教育活動 

一貫した教育課程 
 
 
 
・一貫した経営方針 
 
・一貫した指導方針 
 
・一貫した指導計画 
 
・一貫した指導方法 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 
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厚真町の英語教育 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

小
中
一
貫
（
つ
な
が
り
を
生
か
し
た
計
画
と
指
導
の
充
実
）
英
語
教
育
の
推
進 

 

 

 

中学校２・３年生 

[深め合う] 

中学校１年生 

[わかり合う] 

小学校４・５・６年生 

[伝え合う] 

小学校２・３・４年生 

[使う・親しむ] 

小学校１・２年生 

[慣れる・親しむ] 

中学校の目標 
主体的にコミュニケーションに取り組む態度 
・他者にわかるよう、自分の知っている表現
を使って即興的に表現したり、伝え合おう
としたりしている 

言語活動の例 
・身近な話題について、自分の意見やその理由を簡
単に話したりしながら、意見交換をしたりする 

・学んだ語彙や表現を生かした厚真ＰＲ学習
の実施（４領域・５技能の活用） 

高学年の目標 
主体的にコミュニケーションに取り組む態度 
・他者に配慮しながら、学んだ表現を使って、
意欲的に発表したり、伝え合おうとしたり
している 

言語活動の例 
・学んだ表現を使って、簡単なレポートをま
とめたり、それを基に話し合ったり、発表
したりする 

・簡単な文を読んだり、音声で馴染んだ表現
の英文を書いたりする 

中学年の目標 
主体的にコミュニケーションに取り組む態度 
・学んだ表現に慣れ親しみながら、ジェスチ
ャーなども使って、意欲的に身近で簡単な
ことを伝えようとしている 

言語活動の例 
・慣れ親しんだ表現や身振り等を使って、伝
え合ったり、発表したりする 

低学年の目標 
主体的にコミュニケーションに取り組む態度 
・動画や歌等を見たり、聞いたりしながら英
語の表現や英語のリズムにであい、ふれて、
意欲的にまねようとしている 

言語活動の例 
・表現をまとまりとして聞き、一緒に発音し
たり、身体を使って練習したりする 

目指す授業 
・９年間を見通し、小中一貫で進める授業 
・わかる楽しさ、英語で伝え合える楽
しさが実感できる授業 

・「主体的・対話的で深い学び」の実現
を目指す授業 

授業デザイン 

小学校低学年：英語にふれ、楽しみ、学びへの意欲を育む授業づくり 

小学校中学年～中学生 

・カリキュラムマネジメントの機能を生かした授業づくり 

・厚真の「人・こと・もの」を生かした授業づくり 

中学校の役割 
 

コミュニケーションを
図る資質・能力の育成 

 
・言語活動の必然性
を通して学ばせ
る：場面シラバス 

・言語活動を工夫し、
言語の運用能力を
高める 

・学びの有用性を意
識させる：コミュ
ニケーション科 

小学校の役割 
 

〔４～６年生〕 
コミュニケーション能
力の基礎を培う 

〔２・３・４年生〕 
コミュニケーション能
力の素地を培う 

〔１・２年生〕 
英語への学びの意欲を
高める 
・英語にふれる・使
う場面の充実を
図る 

・他教科等との横
断的な活動の工
夫を図る 

小学校での英語の
学びの芽を中学校
で大きく育てる 

小学校で英語の
学びの種を蒔く 

英語で課題を理解し、英語で課題を解決できる
児童・生徒の育成 

高等学校の目標 
英語を用いて課題解決を図る力の育成・活用 

・小中学校の英語教育を高校で高め、花を咲かせる 

＊ 
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厚真の子どもたち 
つなぐ力 － 人間関係形成能力・社会形成能力 
拓 く 力 － 課題解決能力・課題適応能力 

* 

地域全体で子どもを育てる 
子どもを信じる、地域を信じる 

地域を地域でリアルに学ぶ 
体験的・探求的・教科横断的な学び 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚真町のふるさと教育 

厚真の未来を語れる子 

思いをつなぎ 未来を拓く 

子どもも大人も 
自ら考え、選択し、 
チャレンジし、 
自らをアップデート
し続ける 

 
ふるさと厚真への 
誇りと愛着を育む 
教育活動の創造 

地域 学校 

多様性 

たくさんの人・も
の・こと・情報に出
会う 

連携・協働 

お互いにつながり
続ける 

小
中
一
貫
教
育
（
小
１
～
中
３
ま
で
の
９
年
間
） 

* 
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【課題の設定】

主体的な学びにつながる課題を
設定します。

【見通し】

本時の課題を解決するために、
既習事項や、前時の振り返りと
のつながりを意識させます。

【自力解決・学び合い】

対話的な学びの場を設定し、学
びを深めます。

【まとめ】

本時の課題に対するまとめを全
員で確認します。

【振り返り】

本時の学習に対して自分なりに
意味付けや価値付けを行いま
す。児童生徒と教師で共有し、
次時の学習につなげます。

厚真町の小中学校のすべての先生方で 

厚真スタイルの授業を行います。 

厚 真 ス タ イ ル の 基 本 
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厚真町の特別支援教育  
＊ 

 

 

  

校長、教頭、特別支援教育コ

ーディネーター、通級指導教室

担当教員、特別支援学級教員、

養護教諭、学級担任などで構成

され、全校的な支援体制を確立

し、発達障がいを含む障がいの

ある子どもの実態把握や支援方

策の検討などを行います。 

 

子どもの成長や発達、個性に

応じた合理的配慮を行います。 

また、必要に応じて支援員＊１

がつく場合もあります。 

 

 

 

障がいの種別ごとの少人

数学級で、障がいのある子ど

も１人１人に応じた教育を

行います。（小学校・中学校） 
 

対象：知的障害、自閉症、情緒
障害、弱視、肢体不自
由、病弱・身体虚弱、難
聴、言語障害 

 

 

通常の学級に在籍し、ほと

んどの授業を通常の学級で

受けながら、障がいの状態に

応じた特別な指導を、週１～

８単位時間、言葉の教室で行

います。（小学校） 
 

対象：言語障害、自閉症、情緒
障害、弱視、難聴，学習
障害（ＬＤ） 
注意欠陥多動障害（

） 
肢体不自由、病弱・身体
虚弱 

交流及び 

共同学習 

※１ 障がいや発達障がい等の可
能性のある児童生徒の介助
や支援を行います。 

医療、福祉との連携 

校内教育支援委員会 
＊ 

＊ 

＊ ＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 
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ＧＩＧＡスクール実現後の子どもたちの学びの姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜ＧＩＧＡスクール構想とは＞ 
○ 児童生徒１人につき、１台のコンピュータ端末を配備（令和３年２月配備完了） 

○ 学校全体に高速大容量のインターネット通信環境網を整備（令和２年11月整備完了） 

⇒ 一人一人に個別最適化された学習環境となり、学校の先生と児童生徒の力が最大限に引

き出されます。 

一
斉
学
習 

これまでの学びの姿 １人１台端末導入後の学びの姿 

個
別
学
習 

協
働
学
習 

・ 先生が黒板や大型画面

を使って学習内容を説明 

⇒ 子どもたちの興味・関心

を高めることはできる 

○ 先生が、こども一人一人の反応を

把握できるように 

 

⇒ 子どもたち一人一人の反応を踏

まえた双方向型の授業が可能に 

・ 全員が同時に同じ

内容を学習している 

（一人一人の理解度

に応じた学びは難し

い） 

○ それぞれ個別の内容を学習でき
るように 

○ 個々の学習した履歴が記録でき
るように 

 
⇒ 一人一人の教育的ニーズや理解
度に合わせた個別最適の学習が可
能に 

・ 意見を発表できる

子どもは限られてい

る 

○ 一人一人の考えや意見を、みんな

で同時に共有できるように 

○ 子ども同士が双方向の意見交換

ができるように 

 

⇒ 各自の意見や考えをすぐに共有

し、色々な意見に即時に触れられる

ように 

学び 

が 

深まる 

学び 

が 

変わる 

 

☑ 調べ学習   課題や目的に応じて、インターネット等を使い、様々な情報を主体的に収

集・整理・分析 

☑ 表現・制作  動画・音声・写真データを用いた多様な資料や作品の制作 

☑ 遠隔教育   外部専門家、外国、大学などとつながった授業、自宅待機や入院中の子

どもと教室をつないだ授業  

ＩＣＴの活用により充実する学習の例 

＊ 

＊ 
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第２次厚真町子ども読書活動推進計画のネットワーク 

 

  

 

  

 

・ボランティアグループ 

「おはなしのびっ子」 
「わたぼうし」 
「学校支援」ほか 

・学校 

・放課後児童クラブ 

・こども園 

・子育て支援センター 

・町公民館図書室  
（青少年センター内） 
 

・図書室（厚南会館） 

読み聞かせボ
ランティア 

団体貸出  
移動図書  

総合学習  
調べ学習  

支   援  

情報発信  
啓   発  

図書室利用 情報発信  
啓   発  

ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト 

図
書
室
利
用 

読み聞かせボ
ランティア 

図書室 

家 庭 

地 域 教育関連施設 

＊ 

＊ 
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厚真町民憲章 
 

わたくしたちは、勇払原野の風雪に耐え、たくましい精神と遠大な理想を

もって、平和と繁栄の道を歩み続ける厚真の町民です。 

 ここに、わたくしたちの心構えを定めて、誇り高い町づくりに努めます。 

１．わたくしたちは、厚真の町民です。 

   自然を愛し、きまりを守り、うるわしい町をつくりましょう。 

１．わたくしたちは、厚真の町民です。 

   若人の未来に夢と希望の持てる、明るい町をつくりましょう。 

１．わたくしたちは、厚真の町民です。 

   豊かな資源を生かし、産業のさかんな町をつくりましょう。 

１．わたくしたちは、厚真の町民です。 

   じょうぶなからだで和を保ち、楽しい町をつくりましょう。 

１．わたくしたちは、厚真の町民です。 

   先人の心を心とし、永久に栄える町をつくりましょう。 

 

                        （昭和４５年９月１日制定） 

 

 

 

 

町民体力づくりの町宣言 
 

わたくしたちは、豊かで住みよい郷土を築くため、次の目標をかかげて、町

民こぞって体力づくりに努めることを誓い、ここに「町民体力づくりの町」を

宣言します。 

１．わたくしたちは、厚真の恵まれた自然の中で、働けることに感謝し、その

よろこびの中でたくましい体力づくりに励みます。 

２．わたくしたちは、家族、職場、地域ぐるみで、スポーツ、レクリエーショ

ンに進んで参加し、健やかな体と心を養うよう心がけます。 

３．わたくしたちは、工夫と実践により、自分の健康は自分で守り、体力づく

り活動を通じて人の和を広げ、明るい家庭、明るい社会づくりに努めます。 

 

                      （昭和５５年８月２４日制定） 
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厚真町教育目標 
 

｢自然と文化を愛し ひろい心で活力に充ち 生涯学びつづける人間の育成｣ 

 

学校教育目標 

１．豊かな心を培い、人間や自然を思いやる実践力を育てる。 

２．知性を磨き、意欲的に学び続ける態度を育てる。 

３．生命の尊さを知り、自ら心身を鍛える態度を育てる。 

４．自らを律し、公民としての連帯感や責任感を育てる。 

５．郷土を愛し、国際社会に生きる自覚と態度を育てる。 

 

社会教育目標 

１．豊かな自然を愛し、遺産や伝統を受け継ぎ、地域文化の創造に努めましょう。 

２．心のふれあいを大切にし、うるおいのある地域づくりに努めましょう。 

３．スポーツに親しみ、たくましい体と心を養い、活力ある生活の習慣化に努めま

しょう。 

４．生涯にわたり、学習する習慣をもち、生きがいのある生活の向上に努めましよ

う。 

５．広く世界に目をむけ、日本人としての自覚と誇りをもち、国際理解と親善に努

めましょう。 

                           （平成３年４月制定） 
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― あ行 ― 

ＩＣＴ(P3,4,16,18,25,34,35,44,57) 
Information and Communication Technology の略。

コンピュータや情報通信ネットワーク（インターネッ

ト等）などの情報コミュニケーション技術のこと。 

アップデート(P54) 
コンピュータで、ソフトウェアの内容を、より新しい

ものに変更すること。英語で「更新」を意味する言葉。 

インターネット社会(P29,48,57) 
インターネットを通じて、情報提供や情報共有が出来

る社会。 

ＡＬＴ(P16,26) 
小・中高校などの外国語の授業で日本人教師を補助す

る外国語指導助手。 

ＡＤＨＤ(P56) 
多動性（過活動）、不注意（注意障害）、衝動性を症状

の特徴とする神経発達症もしくは行動障害。 

Ｓｏciety5.0(P2,3) 
サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空

間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と

社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会。 

ＳＤＧｓ(P2) 
２０１５年９月の国連サミットで採択された、２０３

０年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目

標（Sustainable Development Goals：SDGｓ）。 

英検ジュニア(P44) 
公益財団法人日本英語検定協会が主催する幼児、小学

生向けの検定試験で、小学校の外国語活動に対応して

いる。 

ＬＤ(P56) 
基本的には全般的な知的発達に遅れはないが，聞く，

話す，読む，書く，計算する又は推論する能力のうち

特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な

状態を示すもの。 

オンライン授業(P16,25) 
インターネットに接続されたパソコン等を使用して

行う遠隔授業。 

 

― か行 － 

外部評価委員(P2) 
教育に関する事務の管理と執行状況について点検、評

価を行うため、教育に関する学識経験者と公募による

委員で構成された外部評価委員会の委員。 

学習指導要領(P3,22,27,33) 
法令に基づいて国が定めた教育課程の基準で、各教

科・科目、特別活動などの目標、内容、内容の取り扱

い等を大綱的に示したもの。 

カリキュラム(P10,18,26,32,52,53) 
「教育課程」と同義。 

規範意識(P7,11,27) 
道徳、倫理、法律等の社会のルールを守ろうとする意

識。 

義務教育指導監(P18,34) 
北海道教育庁に置かれる専門的教育職員で、学校長の

学校経営の様子を把握し、学校全体が学校改善に向け

て組織的に取組を推進するための指導助言を行う。 

キャリア教育(P16,24,44,52) 
一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤と

なる能力や態度を育てることを通して、キャリア発達

を促す教育。 

教育課程(P3,10,16,22,23,52) 
学校教育の目的や目標を達成するため、幼児童生徒の

心身の発達に応じ、教育の内容を授業時数との関連に

おいて総合的に組織した学校の教育計画。 

教育研究所(P18,33,34) 
教育の振興と教育水準の向上を図るため教育実践上

の課題について調査、研究を行うとともに、教職員の

研修ならびにその他研究に関する活動を推進する機

関。 

教育支援委員会(P25,56) 
障害のある児童および生徒に適切な教育を受けさせ

るための支援を行うため、設置されている教育委委員

会の機関。 

グローバル社会 (P10,16,26) 
政治や経済だけでなく、文化や芸術、情報など様々な

システムにおいて、地域や国家のレベルを超えて、世

界規模でお互いに影響を与え合う社会形態。 

用語解説 
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校務支援システム(P18,34) 
教職員の校務の負担を軽減するとともに、児童生徒の

成長を教職員全体で見守るきめ細かな指導の充実等

を図ることを目的に学校や児童生徒に関する様々な

情報をデジタル化し構築された教職員間共有のシス

テム。 

コーディネーター(P25,56) 
ものごとを調整する役の人。 

コミュニティ・スクール(P12,33) 
教育委員会が任命した保護者や地域住民等により構

成される「学校運営協議会」を設置している学校を指

し、一定の権限と責任を持って学校運営の基本方針を

承認したり、教育活動について意見を述べたりするこ

とができる制度。 

― さ行 － 

自尊感情(P27) 
自分には価値があり尊敬されるべき人間であると思

える感情のこと。 

指導主事(P18,34) 
都道府県及び市町村の教育委員会に置かれる専門的

教育職員で、教育委員会所管の学校に対して、指導や

助言を行う。 

自閉症(P56) 
社会性の障害や他者とのコミュニケーション能力に

障害や困難が生じたり、こだわりが強くなったりする

神経発生的障害の一種。 

社会科副読本(P32) 
児童が住んでいる地域を取り上げた社会科の副教材。 

小中一貫教育(P4,16,22,23,24,51) 
初等教育（一般の小学校で行なわれている教育）と前

期中等教育（一般の中学校で行なわれている教育）の

課程を調整し、無駄をはぶいて一貫性を持たせた体系

的な教育方式。 

情報モラル (P17,25,27) 
情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方

と態度。 

食育(P31) 
様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選

択する力を習得し、健全な食生活を実践することがで

きる人間を育てること。 

シラバス(P53) 
授業などの内容や進め方を示す計画書。 

人事評価制度(P18,33,34) 
職員の人事管理の基礎資料とするとともに、職員の職

業能力の育成と組織の活性化に役立てるために、職員

の職務遂行状態を態度、能力および成果の観点から客

観的かつ公正に評価する制度。 

新体力テスト(P17,30,46) 
健康関連体力や基礎的気運動能力の重視や国民の体

力を経年的に追跡するための各年齢層共通の項目が

設定された体力テスト。 

スタンダード(P25) 
標準、規格。 

スポーツ推進委員(P14) 
市町村のスポーツ推進のための事業の実施に関する

連絡調整や住民へのスポーツ実技の指導、助言を行う

市町村教育委員会が委嘱する委員。 

全国学力・学習状況調査 
(P22,23,24,27,29,44,45,46,47) 
全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、

教育施策の成果と課題を検証し、改善を図るととも

に、学校における児童生徒への教育指導の充実や学習

状況の改善に役立て、教育に関する継続的な検証改善

サイクルを確立することを目的として、国が平成１９

年度から小学校第６学年および中学校第３学年を対

象に実施している調査。 

― た行 － 

地域学校協働活動(P18,33) 
地域と学校が連携・協働して、幅広い地域住民等の参

画により、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を

支え、地域を創生する活動。 

地域コミュニティ(P8,37) 
地域住民が生活している場所、すなわち消費、生産，

労働、教育、衛生・医療、遊び、スポーツ、芸能、祭

りに関わり合いながら、住民相互の交流が行われてい

る地域社会、あるいはそのような住民の集団。 

地域連携特例校(P36) 
北海道教育委員会が策定した公立高等学校配置計画

の中で示された多様なタイプの高校の一つで、他の高

校への通学が困難な地域を抱え、かつ地元からの進学

率が高い第１学年１学級の高校に導入し、協力校から

の出張授業や通信機器を活用した教育活動への支援

等が受けられる。 

知識基盤社会(P40) 
新しい知識、情報、技術が政治、経済、文化をはじめ、

社会のあらゆる領域での活動の基盤として飛躍的に

重要性を増す社会。 
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通学路交通安全推進プログラム(P18,35) 
定期的な合同点検の実施や対策の改善、充実等の継続

的な取組とともに、道路交通実態に応じ、警察、教育

委員会、学校、道路管理者等の関係機関が連携し、通

学路における交通安全を確保するための対策を市区

町村で策定したもの。 

通級(P25,56) 
特別支援教育の一つで、小・中学校の通常の学級に在

籍している軽度の障害児が、障害の状態に応じて通常

の学級に在籍していながら個別的な特別支援教育を

受けること。 

通級指導教室(P25,56) 
校長の方針の下に、各学校における道徳教育の推進を

中心となって担う教師。すべての小・中学校に位置付

いている。 

道徳教育推進教師(P27) 
校長の方針の下に、各学校における道徳教育の推進を

中心となって担う教師。すべての小・中学校に位置付

いている。 

特別支援学級(P25,44,47,56) 
障がいがあり、特別な教育支援を必要とする児童生徒

のために、必要に応じで設置される学級。 

特別支援教育(P16,24,25,44,52,56) 
障がいのある幼児児童生徒の自立や社会参加に向け

た主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児

童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる

力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服する

ため、適切な指導と必要な支援を行うもの。 

― な行 － 

ノーマライゼーション(P16,25) 
障害者も、健常者と同様の生活が出来る様に支援する

べき、という考え方。 

― は行 － 

肥満度(P46) 
標準体重に対してどのくらい体重がオーバーしてい

るかをパーセントで表したもの。 

ブックスタート(P58) 
自治体が行う０歳時健診などで、絵本を開く楽しい体

験とともに、赤ちゃんに絵本を手渡す活動。 

プログラミング的思考(P16,25) 
自分が意図する一連の活動を実現するために、どのよ

うな動きの組み合わせが必要であり、一つ一つの動き

に対応した記号をどのように組み合わせたらいいの

か、組み合わせをどのように改善していけば、より意

図した活動に近づくのか、といったことを論理的に考

えていく力。 

放課後子ども教室(P37,48) 
厚真町では、町内のすべての小学生を対象に、放課後

等に学校施設等を活用し、子どもたちの成長の糧とな

る豊かな体験活動を提供するとともに、安全で健やか

な居場所づくりを推進している。 

放課後児童クラブ(P37,58) 
小学校に就学している子どもで、保護者が就労や疾

病、介護等により昼間家庭での養育ができない子ども

を対象として、放課後の時間帯において子どもに適切

な遊び場と生活の場を確保し、支援することを通し

て、子どもの健全育成を図ることを目的とする事業。 

冒険の杜(P38) 
放課後児童クラブ支援員や放課後子ども教室スタッ

フが地域住民とともに、ワークショップや研修を通し

て、放課後に児童が自然と触れ合い、児童の主体性を

育む環境を整備し、継続的な活動を行う事業 

― ま行 － 

メンタルヘルス(P30) 
精神面における健康のこと。 

― ら行 － 

ルーブリック(P53) 
成功の度合いを示す数レベル程度の尺度とそれぞれ

のレベルに対応するパフォーマンスの特徴を示した

記述語からなる評価基準表。 
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